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Microsoft 365 from NTT Communications利用規約【現改比較表】 2025年1月14日現在 

～2025年1月13日 2025年1月14日～ 

附 則（2024年10月30日 ＣＡＳ２サ000400009187-01号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2024年12月2日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わねばならなかった本サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取り扱いについて

は、なお従前のとおりとします。 

 

附 則（2024年11月25日 ＣＡＳ２サ000400009598-01号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2024年12月2日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わねばならなかった本サービスの料金その他の債務

については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取り扱いについて

は、なお従前のとおりとします。 

 

附 則（2024年10月30日 ＣＡＳ２サ000400009187-01号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2024年12月2日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わねばならなかった本サービスの料金その他の債

務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取り扱いについ

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則（2024年11月25日 ＣＡＳ２サ000400009598-01号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2024年12月2日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わねばならなかった本サービスの料金その他の債

務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取り扱いについ

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則（2025年01月10日 ＣＡＳ２サ000400010436-01号） 

（実施期日） 

１ この改正規定は、2025年1月14日から実施します。 

（経過措置） 

２ 2025年１月14日から2025年３月31日までの間に、本サービスに係る契約（次表に掲げる

プランに係る契約に限ります。）の申込みがあった場合であって、当社がその契約申込みを承

諾し、2025年１月14日から2025年３月31日までの間に次表に掲げるプラン（以下「キャンペ

ーン対象プラン」といいます）に係る本サービスの利用が開始されたときは、当社のSmart D

ata Platform サービス利用規約 別冊（ネットワーク）に定める以下の①～⑤のサービス 

を、本サービスの契約者名義と同一の名義にて契約していることを当社が確認した場合に限

り、料金表 第１表（月額料金）3.提供プラン一覧の表１．新プログラムのMicrosoft 365プ

ラン に定める月額料金に対し、次表の割引率を適用するものとします。 

① Flexible InterConnect 

② Flexible Secure Gateway 

③ Flexible Remote Access 

④ docomo business RINK 

⑤ docomo business RINK IDaaS機能 

 

 

 



～2024年12月1日 2024年12月2日～ 
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キャンペーン対象プラン 割引率 

Microsoft 365 Apps for enterprise 

(旧Office 365 ProPlus) 

5% Microsoft Teams Enterprise 

Office 365 E1 (Teams なし) 

Office 365 E3 (Teams なし) 

 

 

３ 附則第２項の割引については、当社所定の方法により契約者が割引適用の申込みを実施

の上、キャンペーン対象プランに係る本サービスの月額料金について、本サービスの提供開

始後に当社が割引申請を受領した日を含む月の翌月利用分から12ヶ月間（以下「割引適用期

間」といいます）において適用するものとします。 

 

 

４ 本サービスの提供開始後に下記の場合に割引適用を終了します。 

・割引適用したキャンペーン対象プランを割引適用期間内に解約した場合、解約月の利用分

までのキャンペーン対象プランの月額料金は割引を適用し、第12条２項に規定する契約期間

の残余期間相当分の利用料金については割引適用外とします。 

・Smart Data Platform サービス利用規約 別冊（ネットワーク）に定める上記①～⑤のプ

ランを割引適用期間内に解約した場合、解約月の利用分までのキャンペーン対象プランに係

る月額料金は割引適用し、翌月以降は割引適用外とします。 

 

 

以上 以上 

 


